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会計

IFRS解釈指針委員会（以下「委

員会」という。）の議論について、

2014年７月に行われた委員会までの

主な議論を中心に報告する。文中、

意見にわたる部分は筆者の私見であ

ることを申し添えておく。

この論点は、欧州証券市場監督局

（ESMA）から提起されたもので、

「コア棚卸資産（Coreinventories）」

と呼ばれる資産に関して、棚卸資産

として会計処理すべきか、有形固定

資産として処理すべきなのかという

問題である。

「コア棚卸資産」とは、特定の業

種（石油化学業界など）においてみ

られる、企業の製造工程あるいは備

蓄のために一定の量が恒常的に必要

な資産である。例えば、石油の精製

工程においては、精油プラントには

最低限の石油が入っていなければな

らない。また、パイプラインにおい

ても、使用を始める前に一定量の石

油を注入する必要がある。こうした

一定量の石油は、工場精油プラント

が廃棄、あるいはパイプラインの使

用が停止されて初めて取り除くこと

ができる。ガスの貯蔵施設では、通

常使用するガスのほかに、施設内の

圧力を維持して安定性を保つために、

「クッションガス」と呼ばれる一定

量のガスが必要となる。さらには、

非鉄材料の精錬工程において、効率

的に生産・維持するために、様々な

形態の物質が、一定量、恒常的に維

持される必要がある。

こうしたコア棚卸資産について、

ESMAは以下のような共通の特徴が

みられる、最低限の分量の資材だと

定義付けている。

� 生産設備の操業開始とその後の

生産の維持に必要である。

� 他の棚卸資産から物理的に分離

できない。

� 除去できるのは、生産設備を最

終的に廃棄する時又は相当の財務

上の負担をする場合だけである。

本件は、2014年３月の委員会で初

めて議論したのだが、確かに実務上、

棚卸資産として処理する場合と有形

固定資産として処理する場合といっ

たばらつきがあることが報告された。

また、コア棚卸資産として定義付け

られるものの範囲が明確ではないと

いった意見も出され、委員会として

アジェンダに追加して検討すること

が決定された。

アジェンダ追加の決定を受けて、

スタッフは国際会計基準審議会

（IASB）メンバーとの非公式な打合

せを行い、アウトリーチを行って業

種ごとの現状の確認を行った。その

上で、７月の委員会で、今後の解釈

指針開発に当たっての対象範囲につ

いての提案と、解釈指針を策定する

上での基本的な考え方を議論した。

だが、今度は多くの委員から懸念が

示され、最終的には委員会としての

対応方針を変更し、解釈指針の開発

あるいは基準の変更等は行わないこ

とを暫定的に決定することとなった。

スタッフの分析では、業種によっ

てビジネス実態、状況が大きく異な

り、確かに実務上のばらつきはある

ことが確認されたものの、それぞれ

の業種の中では、かなりの程度、そ

の実務は収斂されていることが報告

された。業種内ではある程度整合し

ている実務を、改めて解釈指針を策

定することで、大きく変更する可能

性があることがまず懸念された。ま

た、「コア棚卸資産」を定義付ける

ことが難しく、解釈指針の対象範囲

を特定することが困難であるという

ことも懸念された。
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個人的には、ESMAの問題意識は

理解できるのだが、委員会で検討し

て基準開発を行うことによって、そ

の問題が解決され、財務報告が改善

するに至るのかどうか、正直、得心

できなかった。この問題は長年にわ

たって知られている案件で、そうし

た中で実務として業種間でのばらつ

きはあるものの、ある程度、同業社

の中で共通化が図られてきたといえ

るものかもしれない。委員会として

は、これ以上の検討は行わず、クロー

ズするという結論を出して、広く意

見を問うこととしたもので、フィー

ドバックが明らかになる11月の委員

会で、再度の議論を行うことになる。

やはり固定資産に関する問題で、

７月の委員会で議論されたのだが、

委員の意見が割れ、意外にも興味深

いと思えた論点であるため簡単に紹

介する。

問題は、プラントなどの大型設備

で、完成を間近に控えて試験的に製

品を生産するといったケースで、そ

のテスト段階で生産した製品を販売

して得た収入が、製品の製造コスト

を上回った場合に、その収益を損益

として認識するか、あるいは設備の

取得原価から減額するかという論点

である。こうしたケースは極めて特

殊な場合と想定されるが、設備が本

稼動する前に、つまり減価償却を開

始する前の製品の試験生産の段階で

発生した収益の会計処理である。

委員のうち、監査法人からのメン

バーも含めて何人かが設備の取得価

額から減額するべきだという見解を

述べた。それは、IAS第16号17項1
�

を論拠としており、「資産が正常に

機能するかどうかの試運転費用」に

該当し、収益が発生するような場合

には、その収益を取得価額に含める、

つまり減額するべきだという意見で

あった。これらの委員からは、現状、

資源採掘業などで実務として広く行

われている方法であるとも述べられ

た。

これに対し、他の多くの委員から

は、上記IAS第16号17項�によれば、

見本品等の販売により得られる収入

は、「試運転費用」のみと相殺可能

であり、収入がコストを超過する場

合は、取得原価から減額するべきで

はないという意見が出された。該当

基準を率直に読むとそのような解釈

にしかならず、実務で広く（実際に

は、おそらく限定的なケースと考え

られるのだが）実施されているとし

ても、基準としては明確であるため、

アジェンダとして取り上げる必要は

ないという見解である。

最終的には、後者の意見を支持す

る委員が多数を占め、アジェンダリ

ジェクションに、取得価額から控除

するべきでなく、損益として認識す

るべきであるという見解も記載する

こととした。本件も、今後の関係者

からのフィードバックに注目したい。

本件は2013年11月の委員会で初め

て取り上げられ、７月までに何度か

議論されてきた問題である。

IFRS第11号「共同支配の取決め」

は、2012年10月に公表され、2013年

１月以降開始する会計年度より適用

されている基準である。従来のIAS

第31号「ジョイント・ベンチャーに

対する持分」を廃止して置き換える

もので、基準の改訂には大きな狙い

が２つあるといわれている。１つは、

従来の基準では、取決めのストラク

チャーにのみ焦点が当てられ、独立

したビークルの有無によって、「共

同支配企業」に分類するか、他の区

分に分類するかが決められていたの

だが、これを経済実態に即した判断

をするように改善したこと。もう１

つは、選択適用が認められていた比

例連結方式を禁止したことであろう。

本基準の適用上の問題については、

複数の提案者より要望が委員会に出

された。これを受けてIASBスタッ

フは、各国の基準設定主体にアウト

リーチを行い、2013年11月の委員会

で報告した。いくつかの問題が取り

上げられたが、委員会では今後の検

討を進めるに当たって、優先度の高

い２つの論点を取り上げた。そのう

ちの１つは「共同支配企業」か「共

同支配事業」なのかの判断を行うた

めの問題である。

IFRS第11号では、「共同支配の取

決めの分類を共同支配事業とするの

か共同支配企業とするのかは、当該

取決めの当事者の権利及び義務に応

じて決まる2」とした上で、その

「権利及び義務」を評価するに当たっ

て考慮すべきものとして、「取決め

の構造と法的形態、契約上の取決め

において当事者が合意した契約条件、

並びに、該当がある場合には、その

他の事実及び状況である3」として

いる。

この「その他の事実及び状況」の

評価についての判断を行うに当たっ

て、ばらつきが生じる可能性がある

ため、優先的に検討しようというこ

とを2013年11月の委員会で決定した

ものである。１月の委員会では、特

定の事実及び状況により、共同支配

の取決めが共同支配事業に分類され
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る結果を生じる権利及び義務がどの

ように、また、なぜ創出されるのか

を理解することが重要であるという

意見が多く出された。この点を掘り

下げて分析するための設例を開発し

て検討するようスタッフに指示する

ことになった。

３月の委員会では、スタッフが提

案した具体的な設例の分析について

検討し、この論点をさらに掘り下げ

た追加の論点も議論した。設例その

ものやその分析はIFRS第11号のガ

イダンスを理解することに役立つこ

とは認められたが、ベースとなる概

念や考え方がより明確でない限り、

個別の事象ごとに検討し続けなけれ

ばならなくなってしまうのではない

かという懸念が多く出された。委員

会では、IFRS第11号B33項のフロー

チャートにおいて、別個のビークル

を通じて組成された共同支配の取決

めであっても、そのビークルの法的

形式も契約上の取決めも、共同支配

の取決めに係る資産に対する権利及

び負債に対する義務を当事者に直接

生じさせない場合に、「他の事実及

び状況」を評価する必要があること

に着目した。あくまでも「実質優先」

であるという見解が出された。

ただ、実質優先の概念が実務で整

合的に理解されず、正しく適用され

ない可能性があることは認識されて

おり、IASBとの協議も踏まえて５

月の委員会で再度議論した。「その

他の事実及び状況」の評価は、共同

支配の取決めの当事者が、実質的に

当該共同支配の取決めの資産に対す

る直接の権利及び負債に対する直接

の義務であると識別できる権利及び

義務を有しているのかどうかに焦点

を当てるべきであるという結論に至っ

た。

もう１つの優先的な論点として、

資産・負債に対する持分が、共同支

配事業に対する所有持分と異なって

いる場合の会計処理をどうするのか

ということがある。例えば、共同支

配事業が生み出すアウトプットを当

事者が購入するような場合、それぞ

れの購入比率が、所有持分と異なっ

ている場合に、どのように考えるか

という問題である。この点について

７月の委員会で議論した。委員から

は様々な意見が出されたが、なぜア

ウトプットの購入比率と所有持分が

異なっているのかを理解することが

重要であり、持分の差異の性質によっ

て会計処理は異なり得るため、判断

が必要であるという結論に至った。

また、７月の委員会では、一般的

な共同支配の取決めの形態である

「プロジェクト・エンティティ」に

ついても、設例を設けて詳細に議論

したのだが、やはり契約形態と実態

によって様々なケースがあり、取決

めの内容をよく見極めなければなら

ないとした。今後の対応については、

これまでの委員会での検討内容が実

務での判断に役に立つと考えられる

ことから、その内容を何らかの文書

にまとめることとし、どのような方

式がよいのか、９月の委員会で検討

することになっている。

この問題は、税金資産の認識と測

定についての案件である。税務調査

を経て企業に追加的な課税が生じる

というケースで、企業がその追加的

な課税への異議申立てを意図してい

る一方、税務当局からは即時の支払

を要求されているといった状況の問

題である。企業は支払った金額の一

部又は全部を回収すると見込んでい

るが、確実ではないといった状況に

ある。企業が追加的な支払に対して

資産を認識すべきかどうかを判断す

るために、IAS第12号に従って「可

能性が高い」の閾値を適用すべきな

のか、それともIAS第37号「引当金、

偶発負債及び偶発資産」のガイダン

ス、つまり、偶発資産の規定4に基

づいて「ほぼ確実」の閾値を適用す

べきなのかというのが問題である。

５月の委員会では、IAS第12号12

項5が、当期税金資産及び当期税金

負債の認識についてのガイダンスを

提供しており、法人所得税に関して

税務当局から受け取る金額は当期の

税金額であることから、あくまでも

IAS第12号に従って認識すべきだと

いう意見が大勢を占めた。また、追

加的な支払の時期は、たとえ即時の

支払を求められているとしても、認

識される当期の税金費用の金額に影

響させるべきではないという点でも

委員の間では一致した。

しかし、資産を認識すべきなのか

どうかを判断するためにIAS第12号

又はIAS第37号のどちらを適用すべ

きなのかに関して重大な不統一があ

ることを実務が示していることが報

告された。特に、一部の法域では、

「ほぼ確実」の閾値を適用すべきだ

とするガイダンスを提供していると

いうのである。こうした実務への影

響が大きい法域に配慮して、５月の

委員会では、この論点をアジェンダ

に追加した上で、解釈指針を開発す

ることを暫定的に決定し、スタッフ

に追加的な分析をするよう指示した。

７月の委員会では、解釈指針のド

ラフトについて議論したのだが、必

ずしも解釈指針の開発にこだわるべ

きではないという意見が多く聞かれ
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た。その上で、認識の問題は範囲が

広すぎるため対象とはせず、税務ポ

ジションが不確実な状況における測

定の問題に絞って追加の分析を行う

こととした。特に、いつ、どのよう

に状況の変化を検知するか、あるい

は検知できないリスクがある場合や、

「可能性が高い」と判断する場合の

税金資産負債へ測定への反映の仕方

について検討することとした。

退職後給付（確定給付制度）にお

いては、制度改訂又は縮小が生じた

場合に、IAS第19号99項6によって、

確定給付負債（資産）の純額を再測

定することが求められるのだが、本

件は、年度途中において制度改訂又

は縮小、あるいは重要な市場環境の

変化が発生した場合における会計処

理の問題である。

５月の委員会で、２つの論点を議

論した。確定給付制度の重要な制度

改訂又は縮小が発生する場合に、企

業は次のことを行うべきなのかとい

う問題である。

１．制度改訂又は縮小に伴う損益

（すなわち過去勤務費用）を算定

するために、確定給付負債（資産）

の純額の再測定が求められるのだ

が、この再測定の値を反映した確

定給付負債（資産）の純額を使用

して、事象発生後の純利息費用を

計算すべきか

２．勤務費用及び利息純額の計算に

ついての数理計算上の仮定を事象

発生後の期間において改訂すべき

か

５月の委員会で上記の論点２．に

関して、IAS第19号BC64項7では、

年金制度に重大な事象又は変更が発

生するとしても、企業は事象発生後

の期間に勤務費用及び利息純額の計

算に対する仮定を改訂すべきでない

ことを示唆していると指摘する意見

が出された。しかし、委員の多数は、

この考え方では、重大な事象又は変

更の影響を無視した、当期の勤務費

用及び利息純額が事象発生後の期間

に表示される結果を生じさせること

になるという懸念を示した。

委員会としては、こうした懸念に

対処するため、基準の修正を行うこ

とを暫定的に決定した。重大な事象

又は変更が発生する場合には、事象

発生後の期間において、当期の勤務

費用及び利息純額を算定するために

確定給付負債（資産）の純額及び数

理計算上の仮定を更新することで、

目的適合性が高まった情報を生み出

すことにもなるという意見が大勢を

占めたのである。

また、この修正によりIAS第19号

とIAS第34号「期中財務報告」B９

項8との間の整合性が高まることに

なるとも考えられた。B９項では、

企業は期中報告期間の年金コストを、

重要な市場変動及び重要な一時的な

事象（制度改訂、縮小及び清算など）

に関して修正すると説明している。

委員会のメンバーの多くは、こう

した修正によって、追加的なコスト

はそれほど生じないはずだと考えて

いる。過去勤務費用の算定のため制

度改訂又は縮小の日現在での確定給

付負債（資産）の純額を再測定する

要求事項がすでにあるからである。

しかし、委員会は、提案を開発する

際にこれをさらに注意深く検討する

ようにスタッフに依頼した。７月の

委員会では修正案の議論を行ったが、

９月以降の委員会で、さらに具体的

な文案の検討を行う予定である。

この問題は、我が国のIFRS適用

企業にとっても大きな影響を及ぼす

可能性があることから、今後の議論

についても引き続き報告したい。

〈注〉

１ IAS第16号16項

有形固定資産項目の取得原価は、

次のものから構成される。

� 購入価格（輸入関税及び還付

されない取得税を含み、値引及

び割戻しを控除後）

� 当該資産を経営者が意図した

方法で稼働可能にするために必

要な場所及び状態に置くことに

直接起因する費用（下線は筆者）

IAS第16号17項

直接起因する費用の例は、次の

とおりである。

� 有形固定資産項目の建設又は

取得により直接生じる従業員給

付費用

� 整地費用

� 当初の搬入及び取扱費用

� 据付及び組立費用

� 資産が正常に機能するかどう

かの試運転費用［資産を当該場

所に設置し稼働可能な状態にす

るときに生産される物品（試運

転時に製造された見本品等）の

販売により得られる正味受取金

額控除後］

２ IFRS第11号15項

企業は、関与している共同支配

の取決めの種類を決定しなければ

ならない。共同支配の取決めの分

類を共同支配事業とするのか共同

支配企業とするのかは、当該取決

めの当事者の権利及び義務に応じ

て決まる。

３ IFRS第11号17項

企業は、共同支配の取決めが共
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同支配事業なのか共同支配企業な

のかを検討する際に判断を適用す

る。企業は、関与している共同支

配の取決めの種類を、自らの権利

及び義務を検討して決定しなけれ

ばならない。企業は、権利及び義

務を次のことを考慮することによ

り評価する。取決めの構造と法的

形態、契約上の取決めにおいて当

事者が合意した契約条件、並びに、

該当がある場合には、その他の事

実及び状況である（B12項からB3

3項参照）。

４ IAS第37号

31項 企業は、偶発資産を認識し

てはならない。

33項 実現しないかもしれない収

益を認識する結果となるため、

財務諸表上では偶発資産を認識

しない。しかし、収益の実現が

ほとんど確実になった場合には、

関連する資産はもはや偶発資産

ではなく、それを財務諸表上で

認識することは適切である。

５ IAS第12号

12項 当期及び過去の期間に係る

当期税金は、未納額の範囲で負

債として認識しなければならな

い。当期及び過去の期間につい

て支払済みの額がそれらの年度

の税額を超える場合は、当該超

過額は資産として認識しなけれ

ばならない。

14項 税務上の欠損金が過去の期

間の当期税金の還付を受けるた

めに使用される場合には、企業

はその税務上の欠損金が発生し

た期間にその便益を資産として

認識する。なぜなら、その便益

が企業に流入する可能性が高く、

便益は信頼性をもって測定でき

るからである。

６ IAS第19号99項

過去勤務費用又は清算損益を算

定する前に、企業は、確定給付負

債（資産）の純額を、制度資産の

現在の公正価値及び現在の数理計

算上の仮定（現在の市場金利及び

他の現在の市場価格を含む）を用

いて再測定しなければならない。

この数理計算上の仮定には、制度

改訂、縮小又は清算の前の制度で

提供していた給付を反映する。

７ IAS第19号BC64項

同様に、当審議会の考えでは、

当期勤務費用及び利息純額を算定

する際（すなわち、従業員がその

日までにどれだけの勤務を提供し

たのか、及びその日までの貨幣の

時間価値の影響を算定する際）に、

制度改訂、縮小又は清算の前後の

期間を区別する理由はない。制度

改訂、縮小又は清算の際に確定給

付制度債務の再測定が要求されて

いるのは、過去勤務費用及び清算

損益を算定するためである。IAS

第34号のB９項に従って、当期勤

務費用及び利息純額の計算の基礎

となる仮定は、前事業年度末の仮

定に基づくこととなる。

８ IAS第34号B９項

期中報告期間の年金コストは、

前事業年度末に保険数理的に決定

された年金コストの率を使用して

年初からの累積基準で計算される

が、前年度末後の重要な市場変動

及び重要な一時的な事象（制度改

訂、縮小及び清算など）に関して

は修正が行われる。

会計・監査ジャーナル No.711 OCT. 201442



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


